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編
集
後
記
 

 

梅
雨
に
入
り
寒
暖
差
も
あ
っ
た
り
と

体
調
を
崩
し
や
す
い
季
節
で
す
。 

 

が
ん
患
者
サ
ロ
ン
も
定
期
的
に
開
催

さ
れ
て
い
ま
す
。
皆
様
の
ご
参
加
を
お

待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

  

が
ん
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
担
当 

０
４
６
６
（
２
５
）
３
１
１
１
（
代
） 

 
 

 

が
ん
体
験
者
に
よ
る 

 
 

ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
の
ご
案
内 

  

が
ん
患
者
さ
ん
や
ご
家
族
の
お
話
を 

が
ん
体
験
者
（
ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
）
が 

個
別
に
伺
い
ま
す
。 

 

お
気
軽
に
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。 

  

7
月
5
日
（
水
）
・
13
日
（
木
） 

 
 
 

19
日
（
水
）
・
27
日
（
木
） 

 
 

 

8
月
2
日
（
水
）
・
24
日
（
木
） 

 
 

 

9
月
6
日
（
水
）
・
14
日
（
木
） 

 
 
 

20
日
（
水
）
・
28
日
（
木
） 

  

（
場
所
） 

 

東
館
1
階 

が
ん
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー 

 

（
時
間
）
午
前
11
時
～
午
後
4
時 

 
 

 
 

 
神
奈
川
県
・
が
ん
疾
病
対
策
課

か
ら
が
ん
サ
ポ
ー
ト
ハ
ン
ド
ブ
ッ

ク
（
令
和
5
年
度
版
）
が
届
い
て

い
ま
す
。
が
ん
と
診
断
さ
れ
て
か

ら
の
療
養
生
活
に
役
立
つ
情
報
を

ま
と
め
た
冊
子
で
す
。
ぜ
ひ
ご
活

用
く
だ
さ
い
。
 

（
内
容
）
 

☆
診
断
・
治
療
に
関
す
る
こ
と
 

☆
治
療
費
や
療
養
に
関
す
る
こ
と
 

☆
治
療
と
仕
事
の
両
立
に
つ
い
て
 

☆
心
の
支
え
に
関
す
る
こ
と
 

☆
希
少
が
ん
、
小
児
が
ん
、
 

 
Ａ
Ｙ
Ａ
世
代
の
が
ん
 

  
冊
子
を
ご
希
望
の
方
は
、
が
ん
相

談
支
援
セ
ン
タ
ー
ま
で
お
声
か
け
く

だ
さ
い
。
 

 
が
ん
サ
ポ
ー
ト
 

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
の
ご
案
内
 

お
仕
事
相
談
は
 

随
時
相
談
で
受
付
中
で
す
！
 

 
 

 
社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る
、
 

お
仕
事
相
談
は
、
事
前
予
約
制
の

随
時
相
談
で
行
っ
て
い
ま
す
。
他

院
通
院
中
の
方
も
無
料
で
ご
相
談

で
き
ま
す
。
 

 
ご
相
談
希
望
の
方
は
、
が
ん
相

談
支
援
セ
ン
タ
ー
ス
タ
ッ
フ
ま
で
、

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
 

6
月
の
患
者
サ
ロ
ン 

 

開
催
し
ま
し
た 

今
後
の
サ
ロ
ン
の
ご
案
内
 

 
 

 
7
月
か
ら
10
月
ま
で
の
が
ん
患
者 

サ
ロ
ン
の
予
定
を
掲
載
し
ま
す
。 

 

皆
様
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。 

☆
7
月
19
日
（
水
） 

 

交
流
会
・
情
報
交
換 

☆
8
月 

お
休
み 

☆
9
月
20
日
（
水
） 

 

ス
キ
ン
ケ
ア
に
つ
い
て
（
予
定
） 

☆
10
月
18
日
（
水
） 

 

放
射
線
の
お
話 

（
当
院
放
射
線
技
師
） 

 

場
所
・
・
東
館
4
階
講
堂 

対
象
・
・
が
ん
患
者
さ
ん
・
ご
家
族 

時
間
・
・
午
後
2
時
～
3
時
半 

＊
内
容
変
更
の
際
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し

ま
す
。 

 
6
月
の
が
ん
患
者
サ
ロ
ン
は
、

当
院
が
ん
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の

医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
よ
り
、

「
使
え
る
制
度
や
お
金
の
お
は
な

し
」
が
あ
り
ま
し
た
。
 

 
が
ん
に
な
っ
た
方
が
医
療
機
関

を
受
診
す
る
時
、
ま
た
は
生
活
を

し
て
い
く
上
で
利
用
で
き
る
制
度

（
①
が
ん
に
な
る
と
か
か
る
お
金
、

②
入
院
・
外
来
受
診
で
利
用
で
き

る
制
度
、
③
そ
の
他
利
用
で
き
る

制
度
）
と
し
て
、
高
額
療
養
費
制

度
・
限
度
額
認
定
証
・
医
療
費
控

除
・
傷
病
手
当
金
・
障
が
い
年
金

な
ど
の
概
要
紹
介
を
し
ま
し
た
。
 

   ☆
制
度
利
用
に
あ
た
っ
て
事
前
に

や
っ
て
お
き
た
い
こ
と
 

 ・
治
療
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
確
認
 

 
す
る
 

・
医
療
保
険
の
保
険
者
を
確
認
 

 
す
る
 

・
限
度
額
認
定
証
を
申
請
す
る
 

・
民
間
保
険
（
生
命
保
険
）
の
 

 
加
入
内
容
を
確
認
す
る
 

・
会
社
の
就
業
規
則
な
ど
を
確
認
 

 
す
る
 

・
明
細
書
は
ま
と
め
て
お
く
 

（
医
療
費
控
除
や
還
付
手
続
き
の
 

 
た
め
）
 

・
相
談
窓
口
を
確
認
、
活
用
す
る
 

 
が

ん
治

療
に

取

り

組
む

中
で
、

様

々
な

心

配
事

や
ご

不
安
が

生

じ

て
き

ま
す
。

医

療
費

や
生
活

費

等
の

お
金

の

こ
と
、
治
療
と

お

仕
事

の
両

立

の
こ

と
、

在
宅

で
の

療

養
で

利

用
で

き
る

制
度

の
こ

と
、
退
院
後

の
転
院
・
施

設
利

用
の

こ

と

な
ど
、
ご
利
用

に
な

れ

る
制

度

は
お

一
人

お
一

人
の

ご

事
情

で

変
わ

っ
て

き
ま

す
。

少
し

で
も
安

心
し
て
が
ん

治
療

に
取

り

組

む
た
め
に
、
不

安

な
こ

と
、

心
配

な
こ

と
が
あ

れ

ば
、
が

ん
相
談

支
援

セ
ン

タ
ー

を
お

気
軽
に

ご
利

用
く
だ

さ
い
。

 


